
’

研究ノー・一ト

、
合
衆
・
国
は
な
ぜ
合
州
国
と
書
か
な
い
の
か
「

　
わ
れ
わ
れ
億
、
今
日
、
米
国
の
こ
ど
を
正
式
に
は
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
呼
ん
・

で
い
る
が
、
・
こ
れ
は
匪
Φ
d
甘
8
似
ω
＄
8
ω
．
o
剛
諺
日
Φ
は
。
⇔
の
訳
で
あ
る
旧
い

う
。
最
近
の
研
究
社
の
新
英
和
大
辞
典
を
み
て
も
、
・
こ
の
こ
と
ば
の
訳
語
と
し

r
て
、
’
　
　
　
　
　
、
－
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．
　
、
　
　
　
．
．
　
　
　
・
、

　
　
（
ア
メ
リ
吻
）
合
衆
国
、
米
国
（
五
〇
州
、
目
ω
画
一
簿
。
断
O
。
ξ
ヨ
岳
⇔
そ
の

　
他
の
領
土
（
℃
q
⑦
臨
。
、
空
。
9
⑦
§
導
島
、
米
領
ω
鋤
ロ
。
凹
く
陣
吋
α
q
8
　
諸
島

　
勺
基
節
B
餌
O
磐
巴
N
8
Φ
な
ど
）
か
ら
成
る
共
和
国
）
…
…
形
は
複
数
で
あ

　
る
が
通
例
単
数
と
し
て
扱
わ
れ
ゐ
。

　
と
あ
る
ゆ
．
今
目
で
は
、
合
蜘
函
と
い
う
の
は
、
・
多
く
の
ひ
ど
が
普
①
d
巳
け
Φ
侮
・

ω
訂
8
。
。
（
O
｛
「
＞
b
P
①
同
一
〇
9
）
の
直
訳
語
で
あ
る
と
信
じ
て
疑
を
さ
し
は
き
ま
な
い

が
、
も
し
原
意
を
忠
実
に
訳
す
る
な
ら
ば
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
と
か
、
ア
メ
リ
カ
、

　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ド
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

合
州
国
と
で
も
誌
せ
ば
よ
さ
そ
う
な
も
の
を
、
」
な
ぜ
、
ム
ロ
衆
国
と
書
い
た
の
で

あ
ろ
弥
か
。
士
昂
永
七
年
（
安
政
改
元
）
の
目
米
和
親
条
約
正
文
に
、
．
す
で
に
「

亜
墨
利
加
合
衆
国
と
誌
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
（
図
版
参
照
）
そ
の
後
の

多
く
の
自
本
人
が
疑
を
さ
し
億
さ
ま
な
か
っ
た
の
も
も
当
然
で
あ
ろ
う
。
だ
が

考
・
え
て
み
れ
ば
、
不
思
議
で
あ
る
。
言
ぼ
し
い
ア
メ
リ
が
史
の
著
作
物
を
調
べ

「
て
み
た
が
、
そ
の
由
来
を
説
明
し
．
た
も
・
の
に
は
出
会
わ
さ
な
、
か
・
つ
た
。
念
の
元

斎
・

三

冠

　
　
㌻
条

　
　
審
7
λ
制

三
三
三
三
含
鼠
回
診
毒
、
②
β
条
ゐ
函

λ
ノ
へ
改
藪
蜜
自
慰
の
親
薩
冷
灘
蛎
ひ

・
葡
周
ぺ
汽
の
気
魏
を
華
美
i
緩
で

寄
ヶ
検
望
峰
葛
合
・
訳
錫
サ
ろ
冷
権
．

マ
ニ
髪
ン
ト
ヘ
ル
ム
を
8
季
蓋
～

、
欝霞

芥
寿
孕
・
ろ
“
話
劇
淋
．
下
煮
頭

　
昇
・
義
巧
穿
岬
蜂
げ
垂
鴛
戯

　　

I
部
轟
を
嚢
、
一
越
諭
ゼ
嬢
ぎ

　　

B
墜
愚
説
一
亀
砿
穆
砿
．
．
い
「
、
ヤ
鴎

　
」
」
　
梗
タ
で
徐

　　

B
事
セ
か
象
爾
x
蕪
ム
象
出
鼻
嘉永七年（安政元年）三月三日の日置和親条約の前文の部分Miller，且unter：TreatieS
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、

め
に
、
高
木
入
尺
先
生
に
も
お
た
ず
ね
し
て
み
た
が
、
－
こ
の
意
味
に
つ
い
て
ば

ま
だ
考
え
て
み
た
こ
と
が
な
い
と
い
う
お
話
で
あ
っ
た
。
わ
た
く
レ
も
、
ま
だ

確
定
的
な
結
論
は
出
せ
な
い
で
い
る
が
（
ヒ
の
こ
と
ば
が
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
使

・
わ
れ
は
じ
め
、
な
ぜ
そ
ケ
書
か
れ
た
か
に
つ
い
て
、
多
少
調
べ
で
み
た
の
で
、

こ
う
で
も
あ
ろ
う
か
と
い
う
臆
測
を
開
陳
し
て
大
方
の
教
示
を
得
る
こ
と
に
レ

た
い
。
　
　
　
－

　
　
　
　
　
　
一

　
米
国
に
関
す
る
知
識
が
、
比
較
的
に
ま
ど
ま
っ
た
形
で
東
洋
に
紹
介
さ
れ
た

の
は
、
清
の
魏
源
の
撰
し
た
「
海
国
図
志
」
と
い
う
世
界
地
誌
に
よ
っ
て
で
あ

る
が
、
こ
め
書
物
の
根
底
を
な
し
て
い
る
も
の
億
、
例
の
「
大
美
急
所
豊
平
」

織噛

v一

?
ｧ
〈
請
、
勢
門
ノ
＝
ハ
一
入
〉
の
著
者
と
レ
て
高
名
な
b
d
慨
傷
α
q
①
日
p
。
F

国
三
三
6
0
一
Φ
B
碧
〈
H
G
Q
O
H
－
H
O
Q
①
］
－
〉
（
米
国
マ
サ
チ
ゴ
セ
ッ
ツ
州
出
身
の
宣

　
　
　
　
　
エ
ラ
イ
ジ
ャ
ロ
　
　
コ
　
リ
　
メ
ン
　
　
ブ
リ
ッ
ヂ
メ
ン

教
師
、
中
国
名
儀
来
・
哲
高
理
・
文
裡
治
文
）
が
、
新
嘉
坂
の
堅
夏
書
院
で
撰

し
た
英
文
の
世
界
地
誌
で
あ
っ
て
、
そ
れ
を
清
の
林
則
徐
が
道
光
十
入
年
（
一
・

入
三
八
年
）
に
漢
訳
し
「
四
州
志
」
五
十
巻
と
名
づ
け
て
公
刊
し
た
も
の
で
あ

る
。
つ
い
で
、
道
光
二
十
二
年
（
一
入
四
二
年
）
清
の
魏
源
が
、
こ
の
四
州
志

を
、
歴
代
の
史
志
、
明
以
後
の
島
志
・
西
洋
人
の
地
誌
地
図
に
よ
っ
て
増
補
し

「
海
国
図
志
」
翫
＋
と
名
づ
け
揚
州
で
出
版
し
た
。
こ
れ
は
、
成
豊
二
年
（
一

入
五
二
年
）
に
、
、
同
じ
音
源
に
よ
り
百
巻
本
に
増
広
さ
れ
出
版
さ
れ
、
今
目
に

伝
わ
っ
て
い
る
（
注
一
）
日
本
で
、
嘉
永
年
中
に
多
く
出
さ
れ
た
和
刻
本
は
す
べ

て
六
十
巻
本
に
拠
っ
て
い
る
。

、
日
本
で
は
、
こ
の
書
物
は
、
旧
幕
最
後
の
天
保
禁
書
の
厄
に
遭
っ
た
と
い
わ

れ
、
嘉
永
三
年
に
渡
来
し
た
三
部
は
御
禁
制
の
文
句
が
あ
る
と
の
廉
で
蔵
囲
い

と
な
り
、
さ
ら
に
嘉
永
六
年
に
渡
来
し
た
一
部
も
前
回
と
同
じ
処
分
を
受
け
た

と
い
わ
れ
て
い
蔑
つ
い
で
嘉
永
七
年
（
安
政
改
元
V
に
＋
五
部
舶
載
さ
れ
た
、

・
も
の
は
、
御
用
部
数
を
除
い
て
、
入
部
が
買
請
人
の
手
が
ら
一
般
市
場
へ
出
た

と
い
う
綿
弓
V
こ
の
年
は
、
，
米
使
ペ
リ
ー
が
は
じ
め
て
浦
賀
に
来
航
し
た
翌
年

に
あ
た
っ
て
お
り
、
あ
た
か
も
、
日
米
和
親
条
約
締
結
の
年
で
あ
っ
た
。
し
た

が
っ
て
、
朝
野
を
問
わ
ず
、
ア
メ
リ
カ
に
つ
い
て
の
精
確
な
知
識
が
最
も
強
く

要
求
き
れ
た
時
代
で
あ
っ
た
。
そ
の
た
ぬ
で
も
あ
ろ
う
か
、
海
国
図
志
は
、
ア

メ
リ
カ
誌
の
部
を
単
独
に
、
ま
た
、
他
の
部
分
を
同
じ
シ
リ
ー
ズ
の
】
部
と
し

て
、
堰
を
切
っ
た
よ
・
グ
に
多
数
の
和
刻
本
が
出
版
さ
れ
た
（
三
三
）
、

　
　
「
海
国
図
志
」
は
、
寒
気
の
叙
に
も
誌
さ
れ
て
い
る
よ
う
忙
、
従
来
の
地
誌

・
類
が
申
国
人
の
著
述
を
主
と
し
て
い
る
の
に
反
し
℃
、
，
こ
れ
ぼ
む
し
ろ
「
西
洋
．

人
を
以
て
西
洋
を
談
ら
し
め
た
も
の
で
あ
り
、
夷
を
以
て
夷
を
慰
む
る
た
め
に

「
作
っ
た
も
の
」
．
で
あ
り
、
文
献
博
捜
の
う
え
に
立
っ
た
き
わ
め
て
客
観
的
な
編
　
一

面
と
な
っ
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
二

　
－
今
、
こ
の
書
物
の
な
か
に
現
わ
れ
て
い
る
ア
メ
リ
か
の
国
号
や
称
呼
の
中
華
　
．
「

語
訳
を
探
っ
て
み
る
に
、
編
輯
者
の
客
観
的
立
場
を
反
映
し
た
た
め
で
も
あ
ろ

－
う
か
、
き
わ
め
て
多
種
で
あ
り
多
様
で
あ
る
。
中
国
人
が
当
代
ま
で
に
使
用
し

て
き
た
称
呼
が
、
こ
と
ご
と
く
採
録
し
て
あ
る
と
い
っ
て
も
差
支
え
な
い
ほ
ど

忙
数
多
く
の
記
述
名
が
み
ら
れ
る
。

　
ひ
る
が
え
っ
て
、
そ
の
事
情
を
、
ア
メ
リ
ガ
の
側
か
ら
、
眺
め
て
み
る
と
、
、

」
費
①
d
巳
8
幽
ω
鼠
8
。
。
o
｛
〉
日
①
は
。
節
と
，
い
う
国
名
が
、
は
じ
め
て
文
献
の
う

え
に
姿
を
現
わ
し
た
の
は
、
独
立
戦
争
初
期
の
一
七
七
六
年
の
ブ
ル
ッ
ク
リ
ン

の
戦
闘
の
記
録
に
お
い
て
で
あ
る
が
（
三
四
）
そ
れ
が
、
正
式
な
国
号
と
し
て
採

用
さ
れ
た
の
は
一
七
八
一
年
に
承
認
さ
れ
た
「
連
合
規
約
」
．
（
諺
昆
9
Φ
。
。
o
略

O
o
焦
。
鮎
Φ
麺
甑
o
u
）
の
第
一
条
に
お
い
て
で
あ
る
と
い
う
。
’

　
し
か
し
、
独
立
戦
争
初
期
の
カ
ナ
ダ
遠
征
の
際
、
　
「
大
陸
会
議
」
　
（
O
。
算
憎



ロ
Φ
三
巴
0
9
α
q
器
。
・
の
）
が
カ
ナ
ダ
人
捕
虜
の
釈
放
を
決
議
し
た
と
き
に
ぱ
．

昏
①
幻
Φ
腰
び
葎
自
、
蜀
①
傷
霞
巴
d
巳
。
昌
。
出
Z
。
皆
ゲ
跨
じ
曾
8
や
と
い
う
公
称
を
用

い
て
お
り
（
三
五
）
植
民
地
時
代
か
ら
多
く
用
い
ち
れ
て
い
た
O
o
二
重
8
零
。
卑
国
げ
押

に
代
わ
っ
て
園
①
腰
甑
。
と
い
う
呼
び
方
が
よ
う
や
く
有
勢
に
な
り
つ
つ
あ
っ

た
。
他
方
、
O
§
。
§
昌
ど
い
う
こ
と
ば
は
、
ど
ち
ら
か
と
い
，
え
ば
衆
愚
政
噛

ヒ
治
と
い
う
感
じ
か
ら
あ
ま
り
使
わ
れ
ず
・
十
九
世
紀
に
入
っ
て
、
ジ
ヤ
グ
ソ
ン

大
統
領
（
諺
．
冨
魯
。
。
o
昌
〈
H
O
。
N
㊤
l
H
。
。
ら
。
刈
〉
）
時
代
に
な
っ
た
頃
か
ら
、
人
民
主

権
主
義
、
民
主
的
代
議
制
度
と
い
う
意
味
を
含
ま
せ
て
、
よ
う
や
く
使
わ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
。

　
三
三
の
h
海
国
図
志
」
が
世
に
出
た
の
は
、
，
ア
メ
リ
カ
の
正
式
の
国
号
が
決

ま
っ
て
か
ら
、
す
で
に
五
十
年
以
上
経
過
し
た
時
代
で
あ
る
か
ら
、
爵
。
d
巳
、

8
山
ω
鼠
審
。
。
，
o
出
諺
ヨ
2
一
8
と
帆
う
呼
び
名
も
、
世
界
的
に
ひ
ろ
く
知
ら
れ
、

「
そ
の
中
国
訳
も
当
然
採
録
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
．

　
そ
の
こ
と
を
端
的
に
示
す
箇
所
を
掲
げ
る
ど
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
文
章
が
み
ち

れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

　
　
弥
利
三
国
三
三
三
士
三
三
総
記
三

子
鯉
人
称
煮
花
旗
国
、
其
実
弥
利
堅
、
即
墨
利
加
又
作
美
理
寄
、
乃
洲
名
、
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

非
国
名
也
困
西
洋
称
部
落
士
迭
、
而
弥
利
堅
無
国
王
、
止
長
二
十
六
部
頭

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

目
、
影
回
挙
一
大
頭
目
総
理
之
、
旧
名
其
国
育
三
士
三
国
、
三
日
兼
摂
邦
国
、

へ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

育
国
士
迭
者
、
華
言
総
理
部
落
、

邦
国
、
三
日
聯
邦
国
、

非
地
名
也
、
夷
図
画
貿
易
通
志
謂
之
兼
摂

四
三
士
回
国
、
華
言
合
衆
国
也
、
嘆
称
花
理
学
日
弥
利
堅
、
占
奪
美
里
加
州

北
区
之
中
、

）

　
　
　
＊
「
育
書
士
迭
」
は
β
巳
8
伍
ω
雷
Φ
ω
の
華
音
。

　
　
　
＊
辞
源
に
覚
る
と
、
兼
は
「
井
野
。
野
分
者
而
影
堂
於
一
也
」
摂
は
「
収
飲
也
」

　
　
　
　
「
兼
也
。
代
也
」
・
「
管
轄
也
」
と
あ
堕
、
否
書
の
「
総
摂
百
揆
」
を
引
用
し
て

　
　
　
　
い
る
。

　
つ
ぎ
に
、
問
題
の
合
衆
国
（
合
厭
国
）
は
一
応
後
廻
し
と
し
、
清
版
海
国
図

志
お
よ
び
和
刻
本
海
国
図
志
の
な
か
か
ら
．
そ
れ
以
外
の
称
呼
を
拾
っ
て
整
理

し
て
み
る
と
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
分
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

A
　
所
属
す
る
洲
名
》
ヨ
①
ほ
σ
僧
を
華
音
で
表
わ
し
た
も
の

　
弥
利
堅
　
弥
利
堅
国
　
美
理
寄
　
美
里
国
．
米
利
堅
　
公
利
加

　
米
利
幹
　
三
三
格
ト
、
亜
美
三
諦
．
亜
美
里
加

B
　
広
東
に
お
け
る
星
条
旗
の
俗
称
を
属
名
と
し
た
も
の

祐
旗
国

C

墨
利
加

＊
国
訳
本
の
ひ
と
つ
で
あ
る
正
木
篤
「
墨
利
加
洲
船
革
総
説
．
監
理
舟
国
偬
馳

記
補
輯
和
解
」
．
に
馬
そ
の
由
来
を
説
明
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い

る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
き
　
こ
く
　
　
　
　
け
ん
せ
つ
ほ
う
こ
く
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ほ
し
の

　
「
万
国
地
理
全
図
集
に
旧
く
、
花
旗
国
一
に
兼
摂
邦
国
と
い
ふ
　
舶
の
星

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
く
わ
き
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
め
り

は
た旗

を
挿
む
に
而
て
広
東
の
人
こ
れ
を
花
齢
と
い
ひ
亦
こ
れ
を
称
ぺ
て
米
利

か堅
と
い
ふ
　
皆
．
一
国
を
指
す
な
り
」
　
ぐ

国
号
夢
Φ
d
巳
8
傷
功
寅
8
ω
を
華
音
で
表
わ
し
た
も
の
，
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育
奈
士
迭
　
育
奈
士
気
国

　
　
　
　
　
　
　
　
　
あ
め
り
　
か
　
　
　
　
　
　
あ
め
り
　
か

噛
正
大
篤
前
掲
書
に
「
弥
利
堅
は
即
ち
町
議
加
特
に
訳
出
の
転
な
り
黒
黒
は

　
う
な
い
で
と
す
て
い
と
こ
く
　
　
　
　
　
す
て
眠
と
　
　
．
　
ぶ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ら
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
う
な
い
で
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
す
べ
お
さ
む
る
ぶ
ら
く

　
育
清
士
迭
国
と
な
す
士
迭
と
は
部
落
の
こ
と
育
奈
と
は
総
摂
部
落
と
い
ふ

　
　
　
せ
い
じ
ん
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
け
ん
せ
つ
ほ
う
こ
く

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
が
う
せ
い
こ
く

　
こ
と
西
人
あ
る
ひ
は
訳
し
て
兼
摂
邦
国
と
い
ひ
、
或
は
訳
し
て
合
雪
国
と

　
い
ふ
「
ま
た
皆
地
名
に
あ
ら
ず
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ユ
ニ
テ
ト
ス
タ
テ
ス

＊
同
じ
く
国
訳
本
、
広
瀬
達
「
亜
米
利
加
総
記
」
に
は
、
　
「
育
奈
士
迭
国
ハ

　
寛
政
元
年
ヨ
リ
会
議
シ
テ
始
テ
鶴
蕪
鶯
四
国
ヲ
立
テ
…
・
－
レ
と
み
え
・
英

、
語
を
オ
ラ
ン
ダ
式
に
発
音
し
て
い
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

D
　
国
号
夢
Φ
d
巳
8
儀
ω
鼠
8
の
を
三
二
に
ほ
ん
訳
し
た
も
の
，

兼
摂
邦
国
　
兼
摂
列
邦
　
聯
邦
国
　
総
理
部
落
　
三
省
国

＊
以
上
の
ほ
か
和
訓
本
に
は
、
纒
擁
認
勲
　
煎
摂
国
、
合
同
国
　
玄
理
評
合

省
国
な
ど
が
み
え
て
い
る
。

＊
聯
邦
国
は
、
む
し
ろ
団
φ
舟
量
ご
d
巳
〇
三
〇
8
ま
山
。
三
囲
δ
口
の
訊
と
な
す

べ
き
か
も
し
れ
な
い
。

E
　
米
国
の
政
体
を
表
わ
し
た
も
の

　
共
和
政
治
国
　
会
治
国

．
右
は
、
国
訳
本
の
ひ
と
つ
四
強
「
北
米
利
堅
合
衆
国
考
」
　
（
春
雨
楼
叢
書
’

巻
之
十
八
所
収
、
国
立
国
会
図
書
館
蔵
、
写
本
）
に
「
合
衆
国
兼
摂
邦

国
、
合
同
国
、
土
ハ
和
政
治
、
会
治
国
等
ノ
名
ア
リ
、
近
時
欧
羅
巴
人
、
此

合
衆
国
ヲ
称
シ
テ
直
二
米
利
幹
ト
云
フ
」
と
あ
る
に
よ
っ
た
。

　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

、
合
衆
国
と
い
う
称
呼
は
、
海
国
図
志
の
な
か
で
は
、
そ
の
引
用
文
献
で
あ
る

「
地
球
略
説
」
お
よ
び
「
地
里
備
考
」
の
な
か
に
だ
け
み
ら
れ
る
よ
う
で
あ
る

が
、
命
名
の
由
縁
に
つ
い
て
は
ま
っ
た
く
触
れ
，
ら
れ
て
い
な
い
。
わ
た
く
し
は

「
合
衆
国
」
と
い
う
呼
び
名
は
、
右
の
分
類
中
の
E
の
範
疇
忙
属
し
、
共
和
政

治
国
と
か
会
治
国
と
か
と
同
様
に
、
米
国
の
政
体
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
る
と

仮
定
す
る
も
の
で
あ
る
が
内
そ
れ
を
論
証
す
る
よ
り
も
前
に
、
こ
こ
で
は
、
」
海

国
図
志
（
和
刻
和
訓
本
を
含
め
て
）
以
外
の
文
献
の
な
か
か
ら
、
ア
凶
リ
カ
合

衆
国
の
称
呼
を
さ
ら
に
拾
ρ
て
み
て
、
こ
れ
を
年
代
順
に
な
ら
べ
て
み
ょ
う
。

共
和
政
治
州
（
三
六
）

フ
エ
け
ニ
フ
デ
ス
タ
　
テ
ン

　
（
箕
作
省
吾
「
坤
輿
図
識
」

楽
舞
年
）

　
ア
メ
ヅ
カ
　
　
　
　
、
、

北
米
三
三
合
同
国
　
北
米
利
回
共
和
政
治
ノ
三
州

　
（
箕
作
省
吾
「
坤
輿
図
識
柵
」
政
断
三
富
年
）

米
利
塵
合
衆
国
　
亜
墨
理
駕
合
衆
国
」

　
・
（
徐
両
三
「
円
環
三
略
」
一
団
陀
計
三
年
平
井
正
和
訓
本
四
過
払
輝
年
）

合
衆
議
定
ノ
国
　
合
衆
国

　
レ
ピ
ユ
ブ
リ
ロ
キ

　
（
℃
比
朗
①
戸
国
Φ
8
こ
。
三
目
Φ
。
。
著
杉
田
玄
旧
訳
「
地
学
正
宗
」
一
画
既
牌
年

　
　
識
語
）

列
国
一
統
　
合
国
合
数
国
　
系
維
邦
国

　
（
竃
巴
ゴ
韓
・
》
三
門
α
q
露
き
山
9
冨
・
Φ
目
a
。
二
三
．
留
碧
σ
Q
鼠
ρ

　
　
H
G
。
ミ
i
H
G
。
恥
。
。
〈
。
臣
・
Z
。
．
三
一
①
α
V
）
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フ
ル
エ
　
ニ
フ
デ
ス
タ
ロ
テ
ン

聯
邦
　
国
大
美
聯
邦

ユ
ナ
イ
ト
ス
テ
　
ツ

　
（
裡
治
文
「
大
美
聯
邦
志
略
」
誠
燈
計
一
韓
箕
作
百
工
和
訓
本
弍
飴
就
酢
年
）

亜
米
利
加
合
邦

　
（
中
村
正
直
訳

「
自
由
之
理
」

朔三

ﾚ咋

N
三
朔
飴
価
奔
年
刊
）

合
衆
諸
国

　
（
藤
田
九
二
訳
「
聯
邦
三
三
」
朔
三
一
三
年
）

　
右
の
諸
例
の
う
ち
、
合
同
国
、
列
国
一
統
、
合
国
、
合
数
国
、
系
維
邦
国
、

聯
邦
（
国
）
、
合
邦
等
が
、
穿
①
d
巳
8
匹
留
象
8
の
直
訳
で
、
国
家
の
構
造
や

組
織
へ
の
着
目
か
ら
生
ま
れ
た
と
思
わ
れ
る
の
に
対
し
て
、
土
ハ
和
政
治
山
西
土
ハ

和
政
治
の
八
州
、
合
衆
議
定
の
国
お
よ
び
合
衆
国
は
、
む
し
ろ
、
ア
メ
リ
カ
の

政
治
三
態
、
つ
ま
り
政
体
、
r
に
着
目
し
て
名
づ
け
た
名
称
で
は
な
い
か
と
思
わ

れ
る
。

二

　
ア
メ
リ
カ
の
地
誌
類
が
多
数
中
国
や
日
本
で
紹
介
さ
れ
た
と
き
、
中
国
や
日

本
の
知
識
人
が
最
も
興
味
を
も
ち
関
心
を
示
し
た
の
は
、
ア
メ
リ
カ
に
は
、
・
君

主
が
存
在
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
君
主
の
か
わ
り
に
人
民
の
公
選
に
よ
っ
て
推

挙
さ
れ
る
首
長
が
お
り
、
そ
の
首
長
は
政
権
を
世
襲
し
な
い
と
い
う
こ
と
、
そ

の
首
長
が
政
事
を
行
な
う
に
あ
た
っ
て
は
細
民
の
代
表
者
か
ら
成
る
公
会
に
諮

っ
て
事
を
決
す
る
と
い
う
こ
と
等
に
つ
い
て
で
あ
っ
た
。
－

　
た
と
え
ば
、
　
「
海
国
図
志
」
に

二
十
七
部
酋
、
分
東
西
二
路
、
而
公
挙
一
大
回
、
総
摂
之
、
匪
惟
不
慢
気
、

且
三
四
載
即
誌
代
。
一
変
古
今
官
記
局
、
人
心
窮
然
。
可
不
謂
公
乎
。
議
事

聴
訟
、
選
官
挙
賢
、
皆
自
下
始
。
三
三
可
之
、
衆
「
否
否
之
。
三
好
好
之
、
衆

悪
悪
之
。
三
三
三
二
、
舎
三
三
同
。
四
丁
回
議
三
人
、
亦
先
回
三
三
。
可
不

謂
周
回
。
、
　
　
　
　
　
　
　
　
－

と
あ
り
、
ま
た
h
亜
米
利
加
総
記
」
　
（
広
瀬
達
）
に
、

ユ
ニ
テ
ト
ス
タ
テ
ス
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヒ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ロ
ン

育
三
士
三
国
ハ
寛
政
元
年
ヨ
リ
会
議
シ
テ
始
テ
育
三
士
三
国
ヲ
立
テ
犬
撹

ビ
　
ァ
　
　
ワ
シ
ン
ト
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ブ
レ
ス
テ
ン
ト

四
阿
ノ
注
申
覇
府
ヲ
以
テ
総
府
ト
ナ
ス
国
王
ナ
キ
ニ
因
リ
テ
遂
二
寄
合
西
領

一
人
ヲ
設
ケ
国
中
ノ
兵
刑
賦
税
及
ヒ
官
吏
ノ
職
防
ヲ
総
理
ス
…
…
勃
葛
西
領
．

必
三
等
四
年
ヲ
一
任
ト
ナ
シ
任
満
テ
更
代
ス
若
シ
勤
役
中
二
政
事
ヨ
ク
行
届

キ
国
中
ノ
人
民
悦
ヒ
慕
ヘ
ハ
再
ヒ
留
り
復
タ
一
任
相
勤
ム
ル
者
ア
リ
総
シ
テ

子
孫
二
宮
リ
伝
へ
或
ハ
終
身
相
勤
ム
ル
事
ハ
決
シ
テ
ナ
シ
賢
人
ヲ
公
挙
ス
ル

例
ハ
先
ツ
各
部
人
民
ノ
三
三
二
三
リ
用
ル
ヲ
三
三
多
（
三
七
）
ト
云
フ
各
部
官

　
　
シ
ョ
ウ
テ
イ
　
　
　
コ
ン
グ
レ
ス
　
　
　
カ
モ
ン
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
セ
ナ
ポ

府
ノ
三
三
ヲ
歴
テ
変
三
里
士
ノ
衙
門
二
三
リ
人
数
ヲ
改
メ
定
ム
三
業
ノ
西
那

ト
　

レ
ブ
レ
セ
ン
　
タ
ン
チ
フ
　
　
ヤ
ク
シ
ョ
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ス

多
、
里
勃
里
先
ノ
三
三
甫
ト
同
ジ
（
三
八
）
各
々
自
ラ
一
人
ヲ
薦
メ
三
三
ソ
ノ

挙
ケ
ン
ト
欲
ス
ル
人
ノ
姓
名
ヲ
記
シ
封
ジ
テ
公
職
に
貯
へ
置
キ
衆
人
尽
ク
会

　
　
　
　
　
　
　
ミ
　
　
　
セ
ン
キ
ョ

ス
ル
ヲ
待
テ
発
キ
閲
ル
薦
挙
ゼ
ラ
ル
ル
立
憲
モ
多
キ
者
ヲ
以
テ
選
ヒ
ニ
当
ル

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス
ス
メ
ァ
ケ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
れ
ヒ

ト
ス
若
シ
官
主
面
テ
民
情
ナ
ク
又
民
挙
動
テ
官
挙
ナ
ク
互
二
本
議
ヲ
執
り
争

　
　
　
　
　
レ
ブ
レ
セ
ン
　
タ
ン
チ
ア
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

ス
イ
キ
ョ

三
二
及
へ
－
ハ
里
心
御
先
ノ
特
底
甫
二
由
旦
衆
挙
ク
ル
所
ノ
中
二
於
テ
推
挙
最

モ
多
キ
モ
ノ
三
人
ヲ
択
ヒ
各
依
力
多
二
言
リ
三
人
ノ
中
二
就
テ
一
人
ヲ
択
ヒ

ブ
　
レ
　
ス
テ
ン
ト

三
三
旧
領
ノ
三
二
居
ラ
シ
ム

と
あ
る
の
は
、
い
ず
れ
も
民
三
三
代
議
制
度
へ
の
着
目
で
あ
り
、
幽
非
君
主
制

一五一
／



へ
の
驚
き
の
念
の
表
明
で
あ
っ
た
。
し
か
も
、
君
主
が
な
い
と
い
う
こ
と
は
、
．

同
時
に
、
主
権
が
民
に
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
あ
り
、
庶
民
に
よ
っ
て
政
が
行

な
わ
れ
る
と
い
う
こ
之
で
も
あ
・
た
。
ブ
リ
ッ
ジ
メ
ン
の
「
聯
邦
志
略
」
庵
、

特
に
そ
の
こ
と
を
強
調
し
て
、
つ
ぎ
の
・
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

　
夫
宇
内
之
国
政
、
大
要
不
レ
同
者
有
レ
三
。
　
日
量
由
レ
上
出
、
惟
君
是
専
、

三
二
中
華
安
慰
土
耳
其
等
国
一
是
也
。
　
一
日
君
民
同
レ
権
、
相
商
而
治
、
占
卜

，
英
法
等
国
一
是
也
。
一
日
君
非
二
世
及
一
、
惟
急
所
選
、
権
在
二
庶
民
一
、
君
供
二
、

　
　
　
　
　
　
ユ
ナ
イ
ト
ス
テ
　
ツ

三
三
｝
、
三
二
三
三
邦
国
㎡
是
也
。
夫
我
聯
邦
三
三
、
法
三
民
立
、
権
不
二
上
操
一

三
法
三
三
立
者
、
旧
著
為
二
定
例
、
上
下
三
三
。
未
レ
立
者
、
則
三
三
三
関
ご

国
計
一
、
君
レ
人
者
亦
不
レ
得
二
妄
断
一
襲
。
二
身
庶
務
以
二
衆
議
一
葦
レ
公
、
凡
政

以
レ
無
レ
三
三
レ
貴
、
故
立
二
法
干
ワ
民
、
義
有
・
取
也
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
箕
作
玩
甫
訓
点
本
弍
飴
規
畔
年
に
よ
る
）

　
と
述
べ
一
て
い
る
。
東
洋
人
の
回
る
ひ
と
た
ち
は
、
、
こ
れ
こ
そ
先
王
三
道
を
現

世
に
実
現
す
る
も
と
さ
え
考
え
た
の
．
で
あ
る
。
時
代
は
、
か
な
り
下
っ
て
い
る

が
、
加
藤
弘
之
の
「
隣
艸
」
（
文
久
二
年
一
八
六
二
年
）
に
、

万
民
同
権
の
政
体
と
云
ふ
は
即
ち
北
亜
墨
利
加
の
花
旗
国
、
・
欧
羅
巴
に
て

は
聾
副
其
外
剛
露
国
の
内
に
て
簾
嚇
，
菊
憐
懇
増
等
等

其
外
二
］
二
国
の
政
体
是
れ
な
り
。
此
政
体
の
国
に
て
は
∩
固
よ
ダ
人
君
を
立

ず
、
又
貴
賎
尊
卑
の
別
を
な
さ
ず
、
万
民
帝
権
を
同
ふ
す
る
を
本
意
と
す
。

故
に
万
民
の
中
に
て
有
徳
に
し
て
才
識
万
人
に
勝
れ
、
人
望
尤
も
多
き
者
一

人
を
推
し
、
年
期
を
以
て
大
統
領
群
酩
が
砂
ど
鼓
し
、
以
で
牧
民
の
責
に
任
じ
・

又
上
下
分
権
の
政
体
の
如
《
公
会
の
同
房
を
設
け
て
毎
年
＝
一
度
此
公
会
を

会
記
せ
し
め
て
国
事
を
議
せ
し
め
、
以
て
専
ら
寛
仁
の
政
治
を
為
す
を
本
意

と
す
。

　
と
述
べ
「
上
下
分
権
と
万
民
同
権
の
二
政
体
は
実
忙
公
明
正
大
に
し
て
尤
も

天
意
ば
協
ひ
旧
情
に
合
す
る
者
と
云
ふ
べ
し
」
と
論
じ
て
い
る
“

　
い
ず
れ
に
し
ろ
、
ア
メ
リ
カ
の
政
体
の
特
質
を
、
、
右
の
よ
う
な
も
の
と
し
て

捉
え
た
と
き
つ
く
ら
れ
た
称
呼
が
、

土
ハ
和
政
治
国
、
土
ハ
和
政
治
州
、

国
、
合
衆
国
、
合
衆
諸
国

共
和
政
治
ノ
諸
遣
捨
会
治
国
、
合
衆
議
定
ノ

μ六」

凡
そ
世
界
甚
広
く
国
を
立
る
こ
と
無
算
な
り
と
雌
ど
も
、
其
政
体
を
論
ず
れ

ば
君
主
政
治
群
稲
垣
ナ
官
宰
政
治
琳
略
匝
物
ユ
の
二
政
権
に
外
る
る
者
な
し
…
…

三
三
政
治
と
云
ふ
は
｝
国
万
民
の
上
に
君
な
く
し
て
官
姦
淫
員
相
謀
議
し
て

其
政
治
を
為
す
を
云
ふ
な
り
」
…
－
官
宰
政
治
の
政
体
は
豪
族
専
権
瞬
銘
芳
刊
嬬

乏
万
民
同
権
畔
悠
町
掘
励
ほ
細
口
の
二
つ
と
な
る
な
り
。

　
等
で
あ
っ
た
ど
思
わ
れ
る
。
右
の
う
ち
「
会
治
国
」
と
い
う
の
は
、
、
読
ん
で
．

字
の
如
く
、
議
会
制
民
主
別
義
の
国
を
意
味
す
る
日
本
製
の
熟
語
ら
し
く
、
蕃

所
調
所
系
統
の
学
者
に
多
く
使
わ
れ
て
い
た
。

　
他
方
、
共
和
政
治
と
い
う
こ
と
ば
に
つ
い
て
は
、
・
そ
の
成
立
の
由
来
に
関
し

て
、
穂
積
陳
重
博
士
の
「
法
窓
夜
話
」
に
つ
ぎ
の
よ
う
な
説
明
が
お
る
。

と
あ
り
、
ま
た

大
槻
文
彦
君
の
談
に
よ
れ
ば
、
共
和
政
治
と
云
ふ
語
は
、
大
槻
磐
渓
先
生
が



初
め
て
作
ら
れ
だ
訳
語
で
あ
る
と
云
ふ
こ
と
で
あ
る
。

箕
作
三
三
先
生
の
養
嗣
子
省
吾
氏
は
、
，
弱
冠
の
頃
、
巳
に
蘭
語
学
に
精
通
し

て
居
っ
た
が
、
就
中
地
理
学
を
好
ん
で
、
諸
国
を
歴
遊
し
ハ
山
河
を
蹟
渉
し
、
・

て
楽
し
み
と
し
て
居
ゲ
た
。

其
後
ち
和
蘭
の
地
理
書
を
根
拠
と
し
て
地
理
学
上
の
著
述
を
為
し
、
　
「
坤
輿

旧
識
」
と
題
し
て
之
を
出
版
し
た
。
氏
が
、
此
書
を
起
稿
し
て
居
っ
だ
際
、

　
「
オ
ラ
ン
ダ
」
語
の
「
レ
プ
ユ
ブ
リ
ー
ク
」
・
（
幻
O
℃
O
び
一
一
Φ
犀
）
と
云
ふ
字
に

出
会
ひ
、
其
字
義
を
辞
書
で
求
め
た
所
、
君
主
の
無
い
政
体
を
，
「
セ
ブ
ユ
ブ

、
リ
、
ー
ク
」
と
称
す
る
と
あ
っ
た
。
然
し
国
に
君
主
が
無
い
政
治
と
云
ふ
一
こ
と
．

は
、
当
時
の
我
国
人
に
取
っ
て
は
殆
ん
ど
了
解
め
出
来
な
い
事
で
あ
っ
た
の

で
、
之
に
対
し
て
如
何
な
る
訳
語
を
用
ふ
べ
き
で
あ
る
か
と
思
案
の
奈
り
、

氏
は
当
時
の
老
儒
大
槻
磐
渓
先
生
を
訪
ね
て
其
適
当
な
巻
訳
語
を
問
う
た
。

」
磐
渓
先
生
対
へ
て
云
は
れ
る
に
億
、
国
と
七
て
君
主
の
無
い
の
は
変
体
で
は

あ
る
が
、
支
那
に
も
雪
垣
が
無
い
事
も
な
い
の
で
あ
る
。
か
の
周
の
時
代
に

三
王
が
無
道
の
政
を
行
っ
て
、
国
民
の
怨
を
買
ひ
、
遂
に
出
奔
し
た
時
、
周

召
の
二
宰
相
が
共
に
協
力
し
て
、
十
四
年
の
問
国
王
無
し
の
政
治
を
し
た
事

が
、
　
「
十
八
史
略
」
に
も

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
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於
レ
是
国
人
相
三
食
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王
出
二
奔
麓
一
。
二
相
周
召
共
理
二
国
事
一
、
日
二
土
ハ
和
一

　
者
＋
四
年
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

ど
見
え
て
居
る
か
ら
、
国
王
の
無
い
政
体
は
、
共
和
政
治
と
云
ふ
が
宜
し
い

・
で
あ
ら
う
と
云
は
れ
た
。
省
吾
氏
は
其
教
に
従
う
て
「
レ
プ
ユ
ブ
リ
ー
ク
」
’

・
に
共
和
政
治
と
云
ふ
訳
語
を
用
ひ
ら
れ
、
’
之
が
今
に
至
る
迄
襲
用
さ
れ
る
事

に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

共
和
酎
と
い
う
訳
語
が
与
え
ら
れ
つ
つ
あ
っ
た
こ
ろ
、
別
の
訳
語
も
存
し
て
い
ヒ

た
。
た
と
え
ば
、

」
幻
団
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d
切
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〇
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之
政
治
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之
国
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国
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桂
川
甫
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「
和
蘭
字
彙
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俗
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r
砕
鋼
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辮
八
年
国
立
国
会
図
書
館
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〈
請
、
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柾
争
黶
Z
三
〉
）
．

園
O
陰
匪
。
衆
政
之
邦
．
衆
政
之
国
　
公
共
之
政

　
（
ビ
。
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の
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ゲ
Φ
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昌
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α
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濠
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〇
三
器
。
。
Φ
望
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昌
σ
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レ
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類
8
α
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犀
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七
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園
⑦
窟
霞
P
P
衆
政
之
国
’
衆
政
之
邦
　
公
共
之
政
、
キ
ョ
ウ
ク
ワ
セ
イ
ジ

　
ノ
ク
，
二

　
　
（
屯
村
敬
転
校
「
英
華
和
訳
字
典
」
，
朔
筑
土
煎
韓
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

夘
Φ
勺
号
存
置
政
之
邦
　
衆
政
之
国
　
公
共
之
政
　
合
衆
政
治
之
国
　
民
主
之

　
国

　
　
バ
井
上
哲
次
郎
増
補
「
ロ
ブ
シ
ャ
イ
ド
英
華
字
典
」
朔
飴
位
置
〈
請
、
⊥
ハ

　
　
　
九
－
六
入
〉
）

し
か
し
、
英
語
の
切
Φ
奨
金
。
蘭
語
の
、
幻
⑦
窟
窪
⑦
パ
に
、
共
和
政
治
と
か

と
こ
ろ
で
、
こ
こ
に
き
わ
め
て
注
目
を
要
す
る
の
は
、
　
「
哲
学
字
彙
」
・
の
編



1

者
で
あ
り
、
学
術
用
語
の
創
造
老
確
定
に
尋
常
胤
ら
ざ
番
熱
意
を
も
っ
て
い
た

、
井
上
哲
次
郎
が
菊
①
旧
び
一
8
に
対
し
、
合
衆
政
治
三
国
と
い
う
訳
語
を
与
え
て

い
る
こ
と
と
知
す
で
に
、
引
用
し
て
お
φ
た
よ
う
に
う
蘭
語
の
話
腰
窪
魯
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
で

対
し
て
合
衆
議
定
の
個
ま
た
億
合
衆
議
定
老
い
う
訳
語
を
与
え
ハ
多
分
そ
の
簡
r

．三

ﾌ
と
思
わ
れ
る
合
衆
個
と
い
う
て
と
ぜ
を
与
え
て
い
る
著
作
物
の
存
す
る
ご

．
と
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
　
℃
誌
昌
ω
①
戸
空
Φ
8
H
　
匂
。
げ
餌
口
昌
①
の
”
○
①
σ
σ
q
建
℃
ぼ
。
。
o
ゲ
。
．

O
像
Φ
巳
昌
α
q
Φ
♪
諺
日
の
野
鼠
⇔
β
ド
。
。
嵩
を
訳
し
た
（
注
九
）
杉
田
玄
端
「
地
学
正

．
宗
」
靴
鷺
（
譲
翫
群
自
序
譲
青
年
天
毒
蔵
梅
静
骨
堂
文
庫
蔵
八
三
」

・
二
、
三
四
一
八
「
入
－
九
七
二
」
V
）
で
あ
る
。
・
今
、
そ
の
部
分
を
引
用
し
み
み

と
、
・
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。

循
章
二
於
テ
昼
説
示
考
が
如
ク
。
．
地
埜
厘
薩
バ
．
コ
レ
ラ
五

　
，
大
洲
二
分
カ
ツ
。
、
重
爆
蓬
巴
・
亜
細
亜
弓
寸
土
利
加
」
亜
墨
利
加
・
豪
斯
答

　
三
里
是
ナ
リ
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

．
堕
五
大
洲
麿
三
二
攣
ノ
塑
ナ
叱
、
ゴ
レ
払
諸
般
ノ
名
ヲ
論

’
其
区
別
セ
ル
各
地
荘
園
テ
。
人
民
互
．
二
相
聚
結
シ
。
同
一
．
ノ
法
制
ヲ
守
ル
9

　
、
コ
レ
ラ
邦
制
ト
名
ヅ
ク
。
其
邦
制
ヲ
シ
テ
傾
廃
セ
シ
メ
ザ
ル
為
ノ
方
策
ハ
。
一

　
　
　
　
ス
タ
サ
テ
ン

　
是
政
治
ノ
掌
業
ル
所
ニ
シ
テ
つ
其
コ
レ
ラ
為
フ
術
コ
レ
ラ
強
風
（
注
＋
）
ト
云

　
　
レ
ゲ
ー
サ
ン
グ
　
　
　
　
・
　
　
　
　
．
　
　
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
オ
コ
ナ
　
　
　
　
　
　
　
レ
ゲ
ー
リ
ン
グ
ホ
ル
ム

　
フ
。

樹
影
ヲ
多
三
撃
ナ
ス
．
鯉
羅
搬
注
±
競
輩
下
葺
ニ
ゾ
．

　
合
衆
議
定
是
ナ
リ
。
…
・
：

　
ご
ユ
ブ
り
す
キ

’
合
衆
議
定
ノ
個
二
於
デ
ハ
擁
或
ハ
某
．
某
．
ノ
三
五
デ
。
・
年
庚
幾
許
ナ
ル
人
ヲ

　
定
メ
テ
。
㍉
政
律
ヲ
議
セ
、
シ
メ
。
或
ハ
全
国
ノ
内
。
誰
何
ヲ
択
バ
ズ
。
唯
幾
件

　
ノ
才
能
ア
ル
人
ヲ
定
メ
テ
会
主
ト
ナ
ス
。
甲
ヲ
「
ア
リ
ス
ト
カ
ラ
チ
為
政
法

ゑ
ッ
サ
。
量
デ
モ
ガ
ラ
チ
姦
法
ト
多
汐
．
婆
七
難
討
匪

．（

ｪ
一
、
第
九
能
美
制
学
地
誌
名
詮
略
解
）

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ダ
　
ル
　
マ
　
チ
　
　

　
　
本
書
で
は
、
別
に
、
太
黒
土
斉
亜
に
属
す
る
合
衆
国
「
ラ
ッ
キ
ュ
サ
」
．
、
合

　
　
衆
鼠
壁
区
営
蓼
藍
等
に
つ
い
て
も
記
述
し
て
い
る
が
、
米
国
に
号
し
て
は
轡

　
　
、
「
巻
七
合
衆
国
」
0
条
に
、

へ
　
　
　
　
　
　
　
ス
ロ
コ
シ
ア

　
　
、
此
国
北
山
新
倉
庫
斉
亜
及
び
加
傘
太
守
域
ヲ
接
シ
。
西
園
「
「
ロ
井
シ
ア

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
フ
ロ
リ
タ
セ
　
　
　
　
　
じ
ア
ト
　
ラ
ン

　
　
ナ
」
二
隣
リ
。
南
ハ
勿
羅
洛
多
二
葉
シ
。
東
口
亜
太
臓
海
二
至
ル
。

　
　
と
述
べ
て
い
る
っ

　
‘
な
お
漸
同
じ
プ
リ
ン
池
ン
㊨
地
理
書
を
ほ
ん
訳
し
た
渡
辺
華
・
山
巨
筆
の
「
新

釈
輿
地
図
説
」
〈
請
、
‘
貴
七
一
三
畔
V
が
、
国
立
国
会
図
書
館
め
旧
幕
引
継
書
．
「
．

　
の
な
か
に
あ
る
が
、
回
れ
忙
は
、
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
八
，

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
地
球
の
全
面
を
分
て
五
部
と
な
す
三
三
三
三
亜
細
亜
亜
弗
利
加
亜
墨
利
加

　　

汪
｢
斯
答
刺
利
な
り
右
五
世
界
又
各
数
国
に
冷
ち
毎
国
構
人
民
測
り
各
自
の

　
政
令
を
建
て
て
是
を
病
む
是
を
〔
ス
タ
ー
ト
〕
国
政
と
云
、
〔
ス
タ
ー
ト
〕
を
、

　
裁
判
指
揮
す
る
是
を
一
〔
ン
ー
ゲ
リ
ン
グ
〕
治
士
云
昌
レ
ー
ゲ
レ
ン
グ
〕
を
三
層

　
す
の
法
是
を
〔
レ
」
ゲ
リ
ン
グ
ス
・
ホ
ル
ム
〕
治
体
と
云
〔
ウ
γ
ゲ
ツ
ン
．

　
　
ク
入
ホ
ル
ム
〕
治
体
三
種
あ
り
〔
ラ
ン
ペ
．
ハ
ー
ル
デ
・
モ
ナ
ル
カ
ー
ル
〕

　
三
三
回
書
燈
〔
べ
が
ル
テ
・
、
モ
ナ
ル
カ
r
ル
〕
雑
鶏
を
〔
レ
ピ

　
　
ュ
ず
ケ
イ
シ
ス
〕
又
〔
ゲ
メ
象
ベ
ス
歩
シ
ン
下
〕
．
嘱
て
の
蝦
蟻
是
な

　
り
…
…
．
〔
レ
ピ
ュ
ブ
リ
ー
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〕
又
〔
ゲ
メ
ネ
・
べ
．
・
ス
ト
〕
へ
注
三
二
）
億
二
種
あ
、

　
ド
り
其
一
は
国
中
年
長
の
人
を
建
て
会
主
と
な
し
似
て
命
を
受
る
所
士
ナ
是
を

　
　
〔
ア
リ
ス
ト
・
カ
ラ
チ
ス
〕
と
名
く
其
「
は
材
智
兼
徳
の
人
を
撰
で
一
三
と
　
　
、
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「
す
是
を
〔
テ
モ
ク
ラ
チ
ス
〕
と
貴
く

　
と
あ
り
一
合
衆
議
定
の
訳
語
は
与
え
ら
れ
て
い
な
い
。
．
な
お
、
本
書
の
訳
語

茱
精
確
で
毫
こ
と
に
つ
い
て
ば
、
ナ
で
に
阿
部
真
弓
の
揺
さ
れ
て
い

る
と
こ
ろ
で
あ
る
（
「
江
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理
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ヒ
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目
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史
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9
q
9
、
缶
B
σ
Q
犀
9
σ
q
”

　
　
H
c
。
①
①
一
H
O
。
①
G
。
）
　
　
　
　
」
，

∪
Φ
B
。
。
鎚
。
ざ
p
つ
つ
く
Φ
月
ヨ
Φ
g
．
9
喜
Φ
冨
。
覚
ρ

　
民
政
　
衆
人
管
轄
　
百
姓
弄
権
．
、
、
＼
ン
セ
イ

（
中
村
敬
宇
校
「
華
和
訳
孟
」
潔
計
薙
）
、
、

U
Φ
ヨ
。
禽
8
ざ
p
O
O
＜
Φ
旨
B
Φ
p
什
．
耳
甚
①
需
。
宮
ρ

　
民
政
　
衆
人
管
轄
　
百
姓
弄
権
、
推
民
官
主
乏
国
政

、
（
井
上
哲
次
郎
増
補
．
召
ブ
シ
ャ
イ
ド
墓
孟
野
鶏
韓
）

　
な
ど
の
例
が
、
、
そ
れ
を
よ
ぐ
示
し
て
い
る
。

　
老
こ
ろ
が
、
、
ひ
る
が
え
っ
て
幻
Φ
℃
∬
臨
け
（
英
）
の
話
源
を
探
っ
て
み
る
に
憾
．
’

ア
」
毒
、
ラ
テ
ン
語
の
溺
ξ
邑
§
・
・
φ
結
合
し
た
・
・
珍
び
耳
で
、
N
Φ
ω
r

は
物
、
物
件
、
」
事
件
、
財
産
を
意
味
し
、
㊨
o
臣
。
口
ω
は
形
容
詞
の
℃
仁
ぴ
一
8
を
　
］
、

－
意
味
し
、
両
者
で
、
h
土
ハ
同
の
目
的
利
益
で
結
ば
れ
た
団
体
・
世
界
。
事
業
」
‘
、
九

－
を
意
味
七
、
O
o
牛
耳
。
ロ
甫
Φ
9
犀
げ
と
同
義
語
に
な
る
と
い
う
。
　
（
○
甑
o
a
δ
，
　
」

・
薦
四
這
露
響
恐
恐
ギ
四
書
羽
刈
．
。
．
麿

今
回
集
合
衆
人
共
同
以
営
事
業
日
合
衆

と
述
べ
て
い
る
の
は
、
き
わ
め
て
適
切
で
あ
る
。
、
．

　
　
　
　
　
三

　
　
　
へ
　
　
　
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

　
で
ば
、
つ
ぎ
に
、
合
衆
国
ど
い
う
語
は
、
当
時
ど
う
警
ん
で
い
だ
の
で
あ
ろ

う
か
。
、
や
や
窺
末
主
義
に
堕
す
る
嫌
い
は
あ
る
が
、
必
ず
し
も
、
今
日
の
よ
う

に
ガ
ッ
シ
ュ
ウ
コ
ク
と
訓
ん
で
い
な
か
っ
た
と
い
う
反
証
が
あ
る
の
で
、
こ
の
・



　
際
｝
応
注
意
を
喚
起
し
て
給
き
た
い
α
と
．
い
う
の
は
、

旧
訳
貴
L
（
三
三
聾
を
み
る
と
、

、

中
村
敬
宇
校
閲
「
英
華

q
巳
審
自
ω
欝
叶
駐
合
国
　
合
衆
国
　
ア
メ
レ
カ
　
ノ
　
ガ
ブ
シ
ウ
　
コ
ク

9
ω
●
》
．
q
臥
ぱ
Φ
自
ω
＄
8
。
・
魚
》
白
銭
8
？
花
旗
弁
国
　
ア
メ
リ
カ
　
ガ
フ
シ

　
ウ
コ
ク

　
と
出
て
い
る
。
．
こ
れ
で
み
る
と
、
少
な
く
と
も
明
治
十
二
年
に
お
い
て
は
、

ゴ
ウ
シ
、
ユ
ウ
コ
ク
ど
い
う
訓
み
方
が
存
し
で
い
た
こ
と
は
確
か
で
、
そ
の
他
の
’

訓
み
方
一
す
な
わ
ち
今
日
の
い
わ
ゆ
る
ガ
ッ
シ
ュ
ウ
コ
ク
と
い
う
訓
み
方
一

、
「
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
み
き
ら
か
で
な
い
。

　
そ
こ
．
で
、
平
文
先
生
編
訳
「
和
英
蒸
器
集
成
」
（
寓
Φ
℃
び
霞
P
冒
巨
Φ
ψ
○
霞
・

江
の
こ
p
℃
㊤
昌
①
の
⇔
照
照
劇
毒
α
q
濠
ゴ
虫
。
什
一
8
霞
団
）
の
単
二
次
様
よ
り
て
こ
九
を
み
．

る
に
、
享
、
初
版
（
慶
応
三
年
一
八
六
七
年
）
憾
請
入
三
三
「
c
H
五
二
・
三
〉
お
よ
び

第
二
返
瑚
盤
三
年
）
三
三
丞
三
一
T
c
三
二
w
漣
お
い
て
は
、
旨
曾

賦
8
脚
・
ご
巳
8
山
ω
け
讐
Φ
ω
の
い
ず
れ
か
ら
検
索
し
て
み
て
も
、
㍉
ま
た
目
本
語
の

O
》
ω
ω
出
q
旧
O
O
ω
ω
国
d
の
い
ず
れ
か
ら
検
索
レ
て
み
て
も
、
こ
れ
ら
英
・
．
和
の

ピ
と
ば
自
体
が
ハ
見
出
語
に
す
ち
な
く
、
探
索
ナ
る
術
が
な
い
。
し
か
し
、
明
「

治
十
九
年
．
（
一
八
入
六
年
）
旧
く
請
、
，
三
三
三
一
C
H
五
二
一
（
s
）
V
に
回
る

と
馬
は
じ
め
て
．

O
》
ω
ω
団
q
ガ
・
ッ
シ
ウ
合
衆
¢
巳
叶
①
倉
O
o
口
ま
亀
Φ
鼠
8
レ
ぎ
勘
鼠
d
巳
件
①
山

　
ω
貯
8
の
し
．
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

ど
出
て
い
る
。
だ
か
ら
、
こ
の
時
期
に
は
、
も
は
や
今
日
と
同
様
の
訓
み
方

に
な
◎
て
い
た
と
推
定
で
き
る
ゆ
大
方
の
教
示
を
待
ち
た
い
島

四

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
以
上
に
よ
∬
馬
わ
た
く
し
は
、
合
衆
国
は
夢
①
φ
巳
審
侮
、
ω
鼠
8
回
目
直
訳

で
は
な
く
、
む
し
ろ
？
主
権
在
民
（
合
衆
議
定
、
一
し
た
が
っ
て
世
襲
的
君
主
㊨

い
な
い
民
主
国
家
ま
た
は
土
ハ
和
国
を
意
味
す
る
こ
と
ぜ
で
お
ろ
う
と
推
論
す
る
．

も
の
で
あ
る
が
別
、
な
お
、
若
干
の
疑
問
が
存
し
な
い
わ
け
で
は
な
い
。

　
そ
の
第
一
は
、
合
衆
風
乏
は
「
衆
国
」
を
「
合
」
し
た
国
で
あ
っ
て
、
　
「
合

衆
」
制
度
の
「
国
」
で
は
な
い
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
闇
で
あ
る
。

　
衆
と
、
い
う
文
字
は
、
本
来
、
人
間
の
多
い
ご
と
㌔
を
意
味
し
、
多
人
、
庶
民
、

群
臣
の
意
で
あ
る
ご
と
は
辞
書
の
示
す
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
そ
れ
は
や
が
て
、

衆
物
、
万
事
な
ど
を
も
意
味
し
、
諸
と
通
じ
て
も
用
い
ら
れ
る
。
可
成
匹
後
世

の
も
の
で
は
あ
る
が
、
、
恵
頓
著
、
鼠
舞
良
訳
．
「
万
国
公
法
鑛
管
」
9
（
高
谷
竜
洲

註
解
本
朔
飴
凱
炸
偉
く
柱
唄
五
一
一
七
〇
V
）
に
も
（
注
十
四
）

　
　
　
　
　
、
、

　
夫
．
一
国
与
二
衆
国
一
往
来
。
皆
ナ
黙
二
認
ス
諸
国
之
通
例
ヲ
一
也
。

と
あ
り
、
ま
た
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

自
主
，
三
国
。
会
盟
永
ク
合
秀
三
三
リ
レ
・
二
。
或
ハ
衆
三
相
盟
ア
而
為
ス
ニ
衆
盟
三

三
ヲ
一
。
或
ハ
諸
邦
三
三
シ
ー
ア
。
而
為
ス
ニ
合
成
．
三
国
！
也
。

　
訟
ど
の
用
例
が
み
ら
れ
る
が
一
こ
の
、
、
場
合
の
三
三
、
衆
国
は
、
．
ま
さ
に
諸

邦
、
諸
国
と
、
解
す
べ
き
で
あ
る
コ
し
か
し
、
い
か
な
る
場
合
に
お
い
て
も
、

「
衆
」
を
つ
ね
に
「
諸
」
と
解
す
る
之
と
忙
は
無
理
が
あ
る
よ
う
で
あ
る
。
と

）

一十一



　
い
う
の
は
、
前
に
も
引
用
し
た
が
、
藤
田
九
二
訳
．
「
聯
邦
商
律
」
（
明
治
六
年
一
八
七
三
年
）

　
に
み
え
る
「
合
衆
諸
国
」
と
い
う
用
例
は
、
　
「
合
衆
」
政
体
を
採
っ
て
い
る

　
「
諸
国
」
と
解
し
て
の
み
そ
の
意
味
が
通
る
が
、
衆
を
「
諸
」
と
解
す
れ
ば
、
、

　
ヘ
　
　
　
ヘ
コ
　
ヘ
　
　
　
へ

　
も
ろ
も
ろ
の
「
諸
国
」
を
「
合
」
す
る
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
全
く
意
味
が
分

　
ら
な
く
な
る
。
こ
の
羽
合
は
、
「
む
し
ろ
、
箕
作
省
吾
の
い
わ
ゆ
る
「
共
和
政
治

　
ノ
諸
膝
」
に
対
比
し
て
「
合
衆
の
諸
国
」
と
解
せ
ざ
る
を
え
な
い
。

　
　
そ
の
よ
う
に
理
解
す
れ
ば
、
、
箕
作
省
吾
の
「
北
米
利
幹
共
和
政
治
ノ
諸
隊
」

　
と
い
う
こ
と
ば
の
ご
と
き
も
、
独
立
戦
争
初
期
に
使
わ
れ
た
ゴ
岳
①
如
①
閉
口
窪
δ

　
自
閃
巴
霞
巴
ご
巳
。
『
。
｛
Z
霞
酔
》
B
①
誉
9
の
直
訳
に
最
も
近
い
訳
語
で
あ

　
る
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
　
疑
問
の
第
二
は
、
合
衆
は
連
合
と
同
義
語
で
は
な
い
か
と
い
う
点
で
あ
る
。

　
こ
れ
も
、
後
の
資
料
で
あ
る
が
、
、
村
田
文
夫
（
枢
U
「
西
洋
聞
応
録
」
（
朔
始
だ
牌
年
）
．

〆
に
、　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
エ
ン
ゲ
ラ
ン
ト

英
国
分
テ
四
国
ト
ス
、
南
ヲ
英
蘭
ト
云
ヒ
、
北
ヲ
蘇
格
蘭
ト
云
ヒ
、
西
ヲ

磨
ぎ
云
フ
・
以
上
三
国
ヲ
合
称
シ
・
ア
大
筆
荏
霊
ハ
舞
購
ト
云

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ア
イ
ラ
ン
ド

ブ
。
別
二
．
西
方
ノ
一
島
ヲ
阿
爾
蘭
ト
云
フ
、
此
四
国
ヲ
総
称
シ
テ
貌
利
太
尼

　
　
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
ヘ
　
　
へ

亜
諸
島
又
合
衆
王
国
ト
云
ブ
。

と
あ
り
、
同
時
に
ま
た
、

、
英
国
ノ
邦
制
タ
ル
ヤ
、
帝
国
ナ
ラ
ズ
王
国
ナ
ラ
ズ
、
又
酋
長
ヲ
推
立
シ
テ
君

主
ト
ス
ル
モ
ノ
ニ
非
ズ
シ
テ
、
此
ノ
三
邦
制
ヲ
合
併
シ
テ
別
一
二
種
ノ
邦
政

ヲ
立
テ
自
ラ
合
衆
王
国
ト
称
シ
、
万
丈
王
ヨ
逸
出
ズ
ト
ス
ト
錐
モ
枢
が
所
見

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ

ヲ
以
テ
入
レ
バ
、
最
モ
共
和
民
政
二
近
シ

　
と
述
べ
「
合
衆
王
国
担
囚
取
回
け
ー
ト
」
‘
と
割
注
を
付
し
て
い
る
。
こ
の
点
に
，

　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

着
目
す
れ
ば
、
合
衆
と
い
う
の
は
¢
巳
8
鉱
を
訳
し
た
も
の
で
、
今
日
の
訳
語
の

連
合
王
国
の
連
合
に
あ
た
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
事
実
、
著
者
自
身
も
そ
う
理
層

解
し
て
い
た
と
推
察
で
き
る
。
だ
が
、
］
方
か
ら
み
れ
ば
、
　
「
ア
メ
リ
カ
合
衆

国
」
と
い
う
ご
と
ば
の
本
来
の
意
味
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
土
ハ
和
国
と
い
う
意
味

が
、
す
で
に
当
時
忘
れ
去
ら
れ
て
し
ま
っ
て
、
ア
メ
リ
カ
連
邦
国
と
混
同
さ
れ

て
い
た
た
め
に
生
ま
れ
た
誤
解
と
解
す
る
こ
と
も
で
き
る
。
、

　
そ
う
み
て
く
れ
ぜ
、
「
さ
ら
に
時
代
の
下
る
鄭
昌
楼
「
列
国
歳
計
必
要
」
（
暁
町
．

舞
年
）
〈
誇
特
二
⊥
六
天
v
に
、
ア
メ
リ
カ
は
も
と
よ
尻
目
耳
曼
（

三
士
等
の
連
邦
制
国
家
を
、
す
べ
て
「
合
衆
国
」
と
呼
び
、
，
あ
る
い
ば
「
合
衆

民
主
国
」
な
ど
と
呼
ん
で
い
る
の
も
、
そ
の
混
同
に
も
と
つ
く
も
の
で
あ
る
と
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

い
え
そ
う
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
が
、
今
口
、
合
衆
国
を
合
州
国
と
同
義
語
に
解
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

そ
れ
を
臣
Φ
d
巳
8
鮎
ω
鼠
8
。
。
の
直
訳
語
で
あ
る
と
信
じ
こ
ん
で
い
る
の
と
　
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十

同
様
の
誤
り
を
犯
し
た
も
の
と
い
う
べ
き
か
も
回
れ
な
い
。

　
だ
が
、
問
題
は
、
な
ぜ
そ
の
よ
う
な
誤
解
が
生
ま
れ
た
か
と
い
う
こ
と
で
あ

る
。
民
主
主
義
の
原
理
で
あ
る
人
民
主
権
（
宕
腰
ぼ
。
。
。
＜
多
子
σ
q
昌
q
）
と
い

．
う
こ
と
を
つ
き
つ
め
て
ゆ
く
と
、
社
会
の
最
終
的
な
基
盤
は
自
「
治
的
な
コ
ミ
ュ

、
ニ
デ
ィ
ー
で
あ
虹
、
そ
こ
で
は
重
要
な
こ
と
が
ら
は
す
べ
て
「
合
衆
議
定
」
ざ

れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
自
治
体
が
、
さ
ら
に
大
き
い
単
位
に
組
織

さ
れ
る
場
合
に
は
、
当
然
、
合
衆
議
定
を
建
前
と
す
る
小
邦
と
な
り
、
中
央
政

府
は
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
そ
う
し
た
小
邦
の
連
合
体
た
る
連
邦
政
府
た
ら
ざ

る
を
え
な
い
。
そ
う
考
え
て
く
る
と
、
合
衆
議
定
の
国
は
、
・
つ
ね
に
連
邦
国
家

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
で
あ
り
、
合
省
国
で
あ
る
。
だ
か
ら
、
合
衆
と
い
う
の
は
、
君
主
な
く
し
て
衆

庶
が
み
ず
か
ら
政
治
を
行
な
う
こ
と
で
あ
り
∵
そ
れ
は
必
然
的
に
議
会
制
度
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

も
つ
会
治
国
で
あ
り
、
選
挙
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
会
主
－
大
統
領
に
よ
ワ
て



／

、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ヘ
　
　
　
ヘ
　
コ

統
治
さ
れ
る
共
和
制
国
家
と
い
う
こ
と
に
な
、
る
，
「
合
衆
と
い
う
こ
と
ぜ
が
直
ち

に
連
合
を
意
回
す
る
の
で
は
な
く
、
㍉
合
衆
政
体
の
国
許
る
が
故
に
、
必
然
的
忙

・
」
連
邦
制
国
家
と
，
な
る
の
で
み
る
。
　
　
　
、
一
、
’
　
　
　
．

　
　
こ
こ
に
φ
た
く
し
は
、
」
合
衆
国
と
瀞
ケ
ナ
」
ど
ば
は
、
．
世
間
で
い
わ
れ
て
い
る

よ
う
な
讐
①
d
嘗
8
仙
ω
鼠
8
の
の
直
訳
語
で
は
な
丸
む
レ
ろ
民
主
政
体
、

共
和
政
体
の
国
を
意
味
す
る
こ
と
ば
で
あ
る
と
解
す
る
も
の
で
お
る
。
だ
か
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ
　
　
じ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
へ

そ
れ
は
つ
ね
に
合
衆
国
と
は
書
か
れ
る
が
合
州
国
と
は
、
書
か
れ
な
い
の
で
あ

る
。
」三

一
　
国
立
国
会
図
書
館
に
は
百
巻
本
二
種
が
所
蔵
さ
れ
て
い
る
。
二
は
道
光
二
十
九

　
年
の
重
訂
本
「
海
国
図
志
」
苗
捲
二
冊
〈
請
、
二
九
〇
一
G
三
一
k
＞
で
あ
り
、
他
は
・

　
光
緒
二
十
四
年
版
「
増
広
海
国
図
志
」
栢
沼
江
〈
蓋
唄
二
九
ρ
・
四
…
G
三
一
k
＞

　
で
あ
る
。
　
　
’
．
，
　
、
　
　
・
．
ト
　
　
　
，
　
　
　
　
、
　
　
・
　
　
．
・
　
，

寸
言
　
伊
東
多
三
郎
「
禁
書
の
研
究
（
上
）
」
　
（
歴
史
地
理
、
六
巨
頭
、
四
号
（
請
、

「．

C
雑
一
九
－
ニ
ニ
V
）

三
三
　
海
国
三
山
の
和
刻
本
・
国
訳
本
に
つ
い
て
は
、
　
「
鎖
国
時
代
日
本
人
の
海
外
知
．

　
識
」
．
（
開
国
百
年
記
念
文
化
事
業
会
編
）
に
、
、
鮎
沢
信
太
郎
氏
の
詳
細
な
解
説
が
あ
「

．
る
が
（
そ
の
主
な
も
の
を
挙
げ
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
な
も
の
が
あ
る
。
＊
印
の
あ
の
は

，
当
館
職
員
大
西
三
三
架
蔵
、
本
。

．
零
歳
崩
御
「
笛
図
志
墨
画
加
三
三
麓
士
柔
七
年
和
刻
訓
点
．

．
・
三
三
、
「
粟
利
加
総
記
」
嘉
豪
七
年
、
国
訳
．

　
広
瀬
達
「
続
亜
米
利
加
総
記
」
二
騰
嘉
氷
七
年
、
国
訳

　
広
瀬
達
「
亜
墨
利
加
総
記
」
後
編
三
三
由
畢
氷
七
年
、
国
訳

・
正
木
篤
「
論
壇
国
総
記
和
解
」
嘩
業
七
年
国
訳
．
．

、
＊
正
木
篤
三
門
加
洲
沿
革
総
説
美
響
国
偬
記
補
難
解
」
曝
柔
七
年
国
訳
，

皇
国
墜
薪
周
志
轟
L
湘
止
男
年
国
訳
・

皇
国
墜
「
西
洋
新
霊
誌
」
認
棄
七
年
、
菌
一

三
強
「
粟
利
堅
合
衆
周
回
」
禁
蕪
囎
収
国
訳
、
写
本
、
．
国
立
国
会
図
書
儀

　　

@
論
三
三
■
三
】
丁
二
〉
本
堂
．
は
．
歯
図
志
寒
の
ま
歯
訳
レ
た

　
、
　
も
の
で
は
な
い
。

注
四
k
節
叶
ゲ
Φ
毛
ω
k
ヌ
渉
，
u
8
叶
冨
量
、
σ
三
景
§
ぎ
。
長
冨
・
陣
β

　
　
　
勺
含
謹
厚
昏
・
¢
且
憲
。
・
ξ
。
8
拝
・
α
q
。
穿
・
・
ら
ゲ
窟
σ
・
。
し
遥

　
　
、
、
〈
。
邑
■
2
0
●
誌
。
。
⊥
≦
回
り
匹
V

．
三
五
「
同
右
・
　
・
∵
．
．
，
　
，
旨
　
　
　
．
、
、
　
、
　
．
　
　
　
　
　
．
　
詣

二
六
　
蘭
語
の
く
①
器
Φ
巳
魅
Φ
ω
討
8
ロ
！
意
味
は
．
初
巳
8
庫
陰
欝
8
畑
、
と
同
じ
。
直
旨

．．

ﾚ
に
は
共
和
政
治
と
い
う
意
味
は
出
て
来
な
い
。
因
み
に
、
一
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
オ

ニ
フ
慶
訳
は
U
①
瀞
吋
Φ
ゆ
⇔
露
…
叶
・
け
・
巨
頭
；
遷
三
一
る
。
．
　
　
一

三
士
　
［
三
三
多
」
は
馬
原
語
を
三
音
に
移
レ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
が
、
振
り
ガ
ナ
が
　
、
二

つ
い
て
い
な
い
と
・
髪
案
・
罷
で
ぎ
な
か
っ
た
も
の
と
異
れ
る
羽
後
↓

知
文
馨
曙
結
着
露
呈
避
溢
憶
軟
ギ
）
∫

鶉
凱
舞
・
雄
鳥
」
ば
レ
プ
・
ゼ
ン
タ
テ
・
ブ
（
幻
①
審
Φ
量
琶
で
あ
㌔

　
ろ
う
の

三
九
　
石
山
洋
「
蘭
学
に
お
け
る
オ
ラ
ン
ダ
地
理
学
」
　
（
地
理
学
史
研
究
、
第
二
集
、

　
、
昭
和
三
十
七
年
二
月
Y
参
照
。

三
十
、
蘭
語
の
話
σ
q
Φ
臥
⇒
α
q
ω
＜
霞
旨
政
治
形
態
ま
た
は
政
体
。
　
　
、

注
十
一
廿
①
o
鎚
建
Φ
－
日
8
契
。
訂
巴
限
定
さ
れ
た
君
主
制
す
な
わ
ち
立
憲
君
主
制
の

　
こ
と
。

注
十
二
r
。
旧
び
①
b
p
。
巴
匹
Φ
旨
。
審
吋
。
ゲ
帥
⇔
一
限
定
さ
れ
ざ
る
君
主
制
す
な
わ
ち
絶
対
君
主

　
制
ま
た
は
専
制
君
主
制
。

．
注
十
三
「
σ
q
Φ
目
Φ
（
①
）
⇔
Φ
び
Φ
ω
叶
桂
川
、
甫
周
の
「
和
蘭
字
彙
」
」
で
は
、
」
厳
b
仁
び
冨
①
犀



と
と
恕
に
、
「
寄
合
持
ヲ
国
と
訳
し
℃
あ
る
が
、
英
語
の
8
琶
。
暑
・
・
察
に
、

　
あ
た
る
語
。

三
十
四
　
原
本
「
万
国
公
法
」
は
瓢
同
治
三
年
（
一
入
六
四
年
）
刊
。
、
’
〈
請
、
梼
ニ
ー

，
一
六
一
八
〉
、
　
．
　
　
　
　
，
　
　
　
　
　
　
．
　
　
　
　
　
　
　
漕

（
遣
’
記
）
「

　
合
衆
国
が
共
和
国
を
意
味
す
る
と
い
う
結
論
は
、
も
は
や
動
か
せ
な
い
よ
ヶ

た
思
う
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
〆

　
本
稿
の
執
筆
に
あ
た
っ
て
、
文
献
探
索
上
、
当
館
の
岡
本
正
氏
大
西
寛
氏
等

か
ら
多
ぐ
の
教
示
を
え
た
こ
と
を
感
謝
し
た
い
。

　
　
，
　
　
　
・
　
　
バ
さ
い
と
う
．
・
つ
よ
じ
，
国
立
倒
会
図
書
館
旧
館
長
）
．

　
本
稿
を
脱
稿
じ
た
の
ち
・
王
三
三
輔
蛛
則
鯛
三
省
の
ら
小
方
壷
斎
輿
地
叢
三
七

く
請
、
二
九
〇
・
八
l
S
y
九
五
六
1
0
V
を
み
て
い
た
ら
、
李
提
三
太
（
大

英
浸
礼
会
所
属
プ
仁
テ
ス
タ
ン
ト
宣
教
師
ゴ
目
。
爵
一
国
8
げ
霞
倉
H
G
。
三
一
H
り
6

の
「
三
十
一
国
志
要
」
美
利
堅
の
部
分
に
、
つ
ぎ
の
一
文
を
発
見
し
た
。

西
暦
一
千
七
百
七
十
六
年
。
三
三
三
三
四
十
一
年
。
北
美
洲
三
余
省
三
民
同

　
時
旧
事
。
三
三
激
四
方
謂
。
三
三
立
意
自
戒
一
国
。
不
甘
受
人
籍
制
。
旧
名

　
三
新
国
為
合
衆
国
。
言
合
衆
人
之
力
成
三
国
也
。
一
切
政
事
三
三
民
主
っ

「（

ｼ
暦
モ
七
三
峨
罐
三
冠
洲
＋
奢
の
属
時
高
じ
う
し
て
事

－
－
を
起
す
。
且
つ
激
を
四
方
に
伝
え
て
調
う
。
噛
三
三
、
意
を
立
て
み
ず
か
ら
一
．

　
国
を
成
し
う
人
の
籍
制
を
甘
受
せ
ず
。
応
に
我
が
新
国
に
名
づ
け
て
合
衆
国
㌦

　
　
　
　
　
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
ド
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
ヨ
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
ヘ
　
　
　
へ

　
と
為
さ
ん
と
す
。
衆
人
の
力
を
合
し
で
此
の
国
を
成
す
を
言
う
な
り
。
】
切

　
の
政
事
み
な
民
主
に
由
る
）
　
　
　
　
　
「
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
．

　
　
　
　
　
　
　
〆

本
書
の
刊
年
は
明
白
で
な
い
が
、
著
者
が
、
広
学
会
「
の
主
幹
と
な
り
、
中
国

へ
の
西
洋
思
想
の
移
入
に
力
を
入
れ
ば
じ
め
㊧
］
九
九
一
年
以
降
の
も
の
で
あ

ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
噛
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
－
　
一

ノ

リダ

〆
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